
伊 丹 市 利 用 者 支 援 事 業 実 施 要 綱 （ 平 成 ２ ９ 年 ７ 月 制 定 ）  

（ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は ， 子 ど も 及 び そ の 保 護 者 又 は 妊 婦 が ， 自 ら の 選

択 に 基 づ き ， 教 育 ・ 保 育 ・ 保 健 そ の 他 の 子 育 て 支 援 を 円 滑 に 利 用

で き る よ う ， 市 及 び 関 係 機 関 が 必 要 な 支 援 を 行 う こ と に よ り ， 一

人 ひ と り の 子 ど も が 健 や か に 成 長 す る こ と が で き る 地 域 社 会 の 実

現 に 寄 与 す る こ と を 目 的 と す る 。  

（ 事 業 内 容 ）  

第 ２ 条  伊 丹 市 利 用 者 支 援 事 業 （ 以 下 「 利 用 者 支 援 事 業 」 と い う 。）

と し て ， 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 法 （ 平 成 ２ ４ 年 法 第 ６ ５ 号 ） 第 ５ ９

条 第 １ 号 に 基 づ き ，子 ど も 又 は そ の 保 護 者 の 身 近 な 場 所 で ，教 育・

保 育・保 健 そ の 他 の 子 育 て 支 援 の 情 報 提 供 及 び 必 要 に 応 じ て 相 談・

助 言 等 を 行 う と と も に ， 関 係 機 関 と の 連 絡 調 整 等 を 実 施 す る 。    

（ 事 業 の 種 類 ）  

第 ３ 条  利 用 者 支 援 事 業 を ， そ の 実 施 方 法 等 に よ っ て 次 の 各 号 に 掲

げ る 種 類 に 分 類 す る も の と す る 。  

⑴  基 本 Ⅰ 型  子 ど も 及 び そ の 保 護 者 又 は 妊 婦 が ， 教 育 ・ 保 育 施

設 や 地 域 の 子 育 て 支 援 事 業 等 を 円 滑 に 利 用 で き る よ う ， 身 近 な

場 所 に お い て ， 当 事 者 目 線 の 寄 り 添 い 型 の 支 援 を 実 施 す る 事 業  

⑵  特 定 型  待 機 児 童 の 解 消 等 を 図 る た め ， 行 政 が 地 域 連 携 の 機

能 を 果 た す こ と を 前 提 に ， 子 ど も 及 び そ の 保 護 者 等 が 主 と し て

保 育 施 設 や 事 業 を 円 滑 に 利 用 で き る よ う 支 援 を 実 施 す る 事 業  

⑶  こ ど も 家 庭 セ ン タ ー 型  母 子 保 健 ・ 児 童 福 祉 両 機 能 の 連 携 ・

協 働 を 深 め ， 虐 待 へ の 予 防 的 な 対 応 か ら 個 々 の 家 庭 に 応 じ た 支

援 ま で ， 多 様 な ニ ー ズ に 切 れ 目 な く 対 応 で き る よ う な 相 談 支 援

体 制 を 構 築 す る 事 業  

⑷  妊 婦 等 包 括 相 談 支 援 事 業 型  妊 婦 及 び そ の 配 偶 者 並 び に 出 産

し た 者 及 び そ の 配 偶 者 そ の 他 支 援 が 必 要 と 認 め る 者 （ 以 下 「 妊

婦 等 」と い う ）に 対 し て ，面 談 を 実 施 す る こ と 等 に よ り ,妊 婦 等

の 心 身 の 状 況 ， そ の 置 か れ て い る 環 境 そ の 他 の 状 況 の 把 握 を 行



う ほ か ， 母 子 保 健 及 び 子 育 て に 関 す る 情 報 の 提 供 ， 相 談 そ の 他

の 援 助 を 行 う 事 業  

（ 実 施 場 所 ）  

第 ４ 条  利 用 者 支 援 事 業 を 実 施 す る 拠 点 は ， 別 表 の と お り と す る  

（ 職 員 の 配 置 等 ）   

第 ５ 条  基 本 Ⅰ 型 及 び 特 定 型 に つ い て は ， 実 施 場 所 １ ヶ 所 に つ き １

名 以 上 の 専 任 職 員（ 以 下「 子 育 て コ ン シ ェ ル ジ ュ 」と い う 。）を 配

置 す る も の と す る 。  

２  子 育 て コ ン シ ェ ル ジ ュ の う ち ， 基 本 Ⅰ 型 の 子 育 て コ ン シ ェ ル ジ

ュ に つ い て は ， 次 の 各 号 の い ず れ に も 該 当 す る 者 又 は 児 童 福 祉 法

施 行 規 則 （ 昭 和 ２ ３ 年 厚 生 省 令 第 １ １ 号 ） 第 ５ 条 の ２ の ８ に 規 定

す る こ ど も 家 庭 ソ ー シ ャ ル ワ ー カ ー で な け れ ば な ら な い 。  

⑴  子 育 て 支 援 員 研 修 事 業 実 施 要 綱 （ 令 和 ６ 年 ３ 月 ３ ０ 日 付 こ ど

も 家 庭 庁 こ 成 環 第 １ １ １ 号 ， こ 支 家 第 １ ８ ９ 号 別 紙 ） 別 表 １ に

定 め る 子 育 て 支 援 員 基 本 研 修 に 規 定 す る 内 容 の 研 修 （ 以 下 「 基

本 研 修 」 と い う 。） 及 び 同 要 綱 別 表 ２ － ２ の １ に 定 め る 子 育 て

支 援 員 専 門 研 修 （ 地 域 子 育 て 支 援 コ ー ス ） の 利 用 者 支 援 事 業

（ 基 本 型 ） に 規 定 す る 内 容 の 研 修 を 修 了 し て い る こ と 。 た だ

し ， 次 の 表 の 左 欄 に 該 当 す る 場 合 に つ い て は ， 同 表 の 右 欄 の 研

修 の 受 講 を 要 し な い こ と と し ， 同 表 の 下 段 に 該 当 す る 場 合 に

は ， 事 業 に 従 事 し 始 め た 後 に 適 宜 受 講 す る こ と 。  

⑵  相 談 ， コ ー デ ィ ネ ー ト 等 の 業 務 内 容 を 必 須 と す る 業 務 で 市 長

が 認 め る 業 務 に 従 事 し て い る 期 間 が 次 の ア 又 は イ の い ず れ か の

年 数 以 上 で あ る こ と 。  

子 育 て 支 援 員 研 修 事 業 実 施 要 綱 ５ の

(３ )の ア (エ )に 該 当 す る 場 合  

基 本 研 修  

事 業 を 実 施 す る 必 要 が あ る が ， 子 育

て 支 援 員 研 修 事 業 実 施 要 綱 に 定 め る

研 修 を す ぐ に 実 施 で き な い な ど そ の

他 や む を 得 な い 場 合  

基 本 研 修  

基 本 型 専 門 研 修  



ア  保 育 士 ， 社 会 福 祉 士 そ の 他 対 人 援 助 に 関 す る 有 資 格 者  １

年   

イ  ア 以 外 の 者  ３ 年  

３  こ ど も 家 庭 セ ン タ ー 型 に つ い て は ， 伊 丹 市 こ ど も 総 合 支 援 セ ン

タ ー 設 置 運 営 要 綱 （ 令 和 ６ 年 ６ 月 制 定 ） に 定 め る 職 員 を 配 置 す る

も の と す る 。  

４  妊 婦 等 包 括 相 談 支 援 事 業 型 に つ い て は ， 保 健 師 又 は 助 産 師 等 の

職 員 を 配 置 す る も の と す る 。  

（ 業 務 内 容 ）  

第 ６ 条  基 本 Ⅰ 型 に 従 事 す る 者 は ，次 の 業 務 を 実 施 す る も の と す る 。 

⑴  教 育 ・ 保 育 施 設 や 地 域 の 子 育 て 支 援 事 業 等 を 利 用 す る 者 （ 以

下「 利 用 者 」と い う 。）の 個 別 ニ ー ズ の 把 握 及 び そ れ に 基 づ く 情

報 の 集 約 ・ 提 供 ， 相 談 等 の 利 用 者 支 援   

⑵  教 育 ・ 保 育 施 設 や 地 域 の 子 育 て 支 援 事 業 等 を 提 供 し て い る 関

係 機 関 と の 連 絡 ・ 調 整 ， 連 携 ， 協 働 の 体 制 づ く り   

⑶  地 域 の 子 育 て 資 源 の 育 成 ， 地 域 課 題 の 発 見 ・ 共 有 ， 地 域 で 必

要 な 社 会 資 源 の 開 発 等  

⑷  利 用 者 支 援 事 業 に 係 る リ ー フ レ ッ ト そ の 他 の 広 告 媒 体 に よ る

利 用 者 へ の 周 知 ・ 啓 発  

⑸  そ の 他 利 用 者 支 援 事 業 を 円 滑 に 実 施 す る た め に 必 要 な 業 務  

⑹  原 則 と し て 週 ４ 日 以 上 開 所 し ， か つ ， 土 曜 日 又 は 日 曜 日 に 開

所 し 相 談 ・ 助 言 を 行 う こ と 。  

⑺  ４ か 月 健 診 や 地 域 で 開 催 さ れ る 交 流 の 場 に 出 向 き ， 子 育 て に

関 す る 情 報 提 供 を 行 う こ と 。  

⑻  障 害 児 ， 多 胎 児 の い る 家 庭 等 ， 配 慮 が 必 要 な 子 育 て 家 庭 等 の

状 況 に 対 応 し て 相 談 支 援 を 実 施 す る こ と 。  

⑼  児 童 福 祉 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 １ ６ ４ 号 ） 第 １ ０ 条 の ３ 第 １

項 及 び 地 域 子 育 て 相 談 機 関 設 置 運 営 要 綱 （ 令 和 ６ 年 ３ 月 ３ ０ 日

付 こ ど も 家 庭 庁 こ 成 環 第 １ ０ ０ 号 ） に 基 づ く 地 域 子 育 て 相 談 機

関 と し て 相 談 及 び 助 言 を 行 う ほ か ， 同 法 第 １ ０ 条 の ２ に 基 づ く



こ ど も 家 庭 セ ン タ ー と の 連 絡 調 整 を 実 施 す る こ と 。  

２  特 定 型 に 従 事 す る 者 が 実 施 す る 業 務 の 内 容 は ， 基 本 Ⅰ 型 に 準 ず

る も の と す る 。 た だ し ， 前 項 第 ２ 号 ， 第 ３ 号 及 び 第 ６ 号 か ら 第 ８

号 ま で の 規 定 に つ い て は ， そ の 業 務 を 実 施 し な い 。  

３  こ ど も 家 庭 セ ン タ ー 型 に 従 事 す る 者 は ， 伊 丹 市 こ ど も 総 合 支 援

セ ン タ ー 設 置 運 営 要 綱 （ 令 和 ６ 年 ６ 月 制 定 ） に 定 め る 業 務 内 容 を

実 施 す る も の と す る 。  

４  妊 婦 等 包 括 相 談 支 援 型 に 従 事 す る 者 は ， 出 産 ・ 育 児 等 の 見 通 し

を 立 て る た め の 面 談 ,そ の 後 の 継 続 的 な 情 報 発 信 ，随 時 の 相 談 受 付

等 に よ り 妊 娠 時 か ら 妊 婦 等 に 寄 り 添 い ， 関 係 機 関 と 情 報 共 有 し な

が ら 必 要 な 支 援 に つ な ぐ 伴 走 型 相 談 支 援 を 実 施 す る も の と す る 。  

（ 関 係 機 関 等 と の 連 携 ）   

第 ７ 条  市 長 は ，教 育・保 育・保 健 そ の 他 の 子 育 て 支 援 を 提 供 し て

い る 機 関 の ほ か ，児 童 相 談 所 ，保 健 所 そ の 他 の 地 域 に お け る 保 健・

医 療・福 祉 の 行 政 機 関 ，児 童 委 員 ，教 育 委 員 会 ，医 療 機 関 ，学 校 ，

警 察 ，特 定 非 営 利 活 動 法 人 等 の 関 係 機 関・団 体 等 に 対 し て ，利 用

者 支 援 事 業 の 周 知 等 を 積 極 的 に 図 る と と も に ，連 携 を 密 に し ，利

用 者 支 援 事 業 が 円 滑 か つ 効 果 的 に 実 施 で き る よ う 努 め る も の と

す る 。  

（ 留 意 事 項 ）  

第 ８ 条  利 用 者 支 援 事 業 に 従 事 す る 者 は ，子 ど も の 最 善 の 利 益 を 実

現 さ せ る 観 点 か ら ，子 ど も 及 び そ の 保 護 者 等 ，又 は 妊 婦 へ の 対 応

に 十 分 配 慮 す る と と も に ，正 当 な 理 由 な く ，そ の 業 務 上 知 り 得 た

利 用 者 又 は そ の 家 族 の 秘 密 を 漏 ら し て は な ら な い 。  

２  利 用 者 支 援 事 業 に 従 事 す る 者 は ，利 用 者 支 援 事 業 の 実 施 場 所 の

施 設 や 市 役 所 窓 口 等 の 担 当 者 等 と 相 互 に 協 力 し 合 う と と も に ，利

用 者 支 援 事 業 の 円 滑 な 実 施 の た め に 一 体 的 な 運 営 体 制 を 構 築 す

る も の と す る 。  

３  利 用 者 支 援 事 業 に 従 事 す る 者 は ，本 事 業 を 実 施 す る に 当 た り 共

通 し て 必 要 と な る 知 識 や 技 術 を 身 に つ け ，か つ 常 に 資 質 ，技 能 等



を 維 持 向 上 さ せ る た め ，各 種 研 修 会 等 の 受 講 に 努 め な け れ ば な ら

な い 。ま た ，市 長 は ，利 用 者 支 援 事 業 に 従 事 す る 者 の た め の 各 種

研 修 等 へ 積 極 的 に 参 加 さ せ る よ う 努 め る も の と す る 。  

４  利 用 者 支 援 事 業 の 実 施 に 当 た り ，児 童 虐 待 の 疑 い が あ る ケ ー ス

が 把 握 さ れ た と き は ，児 童 相 談 所 又 は 児 童 委 員 ，そ の 他 の 関 係 機

関 と 連 携 し ， 早 期 対 応 が 図 ら れ る よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。   

５  障 が い 児 等 を 養 育 す る 家 庭 か ら の 相 談 等 が あ っ た と き は ，関 係

機 関 と 連 携 し ，適 切 な 対 応 が 図 ら れ る よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。  

６  教 育 ・ 保 育 施 設 や 地 域 の 子 育 て 支 援 事 業 等 の 選 択 に つ い て は ，

利 用 者 の 判 断 に よ る も の と す る 。  

７  市 長 は ，利 用 者 支 援 事 業 を 利 用 し た 者 か ら の 苦 情 等 に 対 し て 迅

速 か つ 適 切 に 対 応 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 細 則 ）   

第 ９ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か ，利 用 者 支 援 事 業 の 実 施 に 関

し て 必 要 な 事 項 は 市 長 が 別 に 定 め る 。  

付  則   

こ の 要 綱 は ， 平 成 ２ ９ 年 ７ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   付  則  

こ の 要 綱 は ， 令 和 ６ 年 ６ 月 １ ３ 日 か ら 施 行 す る 。  

   付  則  

こ の 要 綱 は ， 令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

別 表   

実 施 類 型  担 当 部 署  住 所  

基 本 Ⅰ 型  伊 丹 市 子 育 て 支 援 セ ン

タ ー  

伊 丹 市 広 畑 ３ 丁 目 １ 番 地  

特 定 型  こ ど も 未 来 部 幼 児 教 育

室 教 育 保 育 課  

伊 丹 市 千 僧 １ 丁 目 １ 番 地  

こ ど も 家 庭

セ ン タ ー 型  

伊 丹 市 こ ど も 総 合 支 援

セ ン タ ー  

（ 母 子 保 健 機 能 ）  

伊 丹 市 千 僧 １ 丁 目 １ 番 地 １  



 （ 児 童 福 祉 機 能 ）  

伊 丹 市 千 僧 １ 丁 目 １ 番 地  

妊 婦 等 包 括

相 談 支 援 事

業 型  

（ 母 子 保 健 機 能 ）  

伊 丹 市 千 僧 1 丁 目 １ 番 地 １  

 


